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第１ 経営革新計画とは 

１ 経営革新計画の概要 

経営革新計画は、「中小企業等経営強化法」に基づく制度です。 

具体的には、次のとおり規定されます。 

 

 

 

２ 経営革新計画作成のメリット 

経営革新計画を県に申請して承認を受けると、県の制度融資や政府系金融機関の低利融資、信用保証

の特例等の支援措置、補助金への加点措置等が用意されています。 

また、経営革新計画の作成・実施により「経営目標が明確になった」、「会社の進むべき方向が明らかになり、社

員の意識が向上した」などの効果が出ているとの声が、承認された企業から多く寄せられています。 

※計画承認は支援策の利用を約束するものではありません。 

※支援措置を受けるには、計画の承認とは別にそれぞれの支援機関等における審査が必要となります。希望する場合は、

事前に支援機関にご相談ください。 

 

３ 経営革新計画の作成から承認までの流れ 

 

・経営革新計画電子申請システムによる申請及び修正後の再申請は、申請主体である事業者自身が

行ってください。 

・補助金申請等を理由にスケジュールや審査等の基準を変えることはできません。 

 

 

手順 注意事項等 ※（）内手引き該当ページ 

① 申請内容の検討 

申請対象や要件の確認 

○制度の概要や要件、支援策など、ご不明な点

があれば各商工会、各商工会議所等の支援

機関（P１０）へご相談ください。承認に向けた

様々なアドバイスをさせていただきます。 

・ 申請対象（P５） 

・ 計画の要件（P６～８） 

・ 支援策（P18～25） 

② 申請内容の確定・提出書類の準備 ○支援機関とともに申請内容を確定させ、提出

書類を準備してください。 

○申請内容は経営革新計画電子申請受付シス

テムのガイドに沿って、必要事項を入力し確

認してください。申請のポイント（P11～17）も

参考にしてください。 

○提出書類は（P16,17）でご確認ください。 

③ 申請前の事前相談 

※毎月１５日まで 

○公益財団法人群馬県産業支援機構ぐんま起

業・革新ステーションまたは群馬県地域企業

事業者が、新事業活動を行うことにより経営の相当程度の向上を図る３～８年の計画 
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１５日が土日祝日の場合は、前営業日まで 支援課へ事前相談シートをメール送付または

持参してください（P9）。事前相談シートの様

式は群馬県ホームページよりダウンロードし

てください（URL：https://www.pref.gun

ma.jp/page/10012.html）。確認が取れ

ましたら、システムでの申請完了に必要なパ

スワードをお知らせします。 

※事前に申請内容の相談がない場合は、原則

受付ができませんのでご注意ください。 

④ 経営革新計画電子申請システムへの申請完

了 

○事前相談完了時に知らされたパスワードによ

り、システムへの申請を完了させてください。 

⑤ 申請内容の修正・再提出 ○申請時の記入漏れや間違いの他、計画の説

明が不十分、表現が適切でない場合、システ

ムを通して群馬県地域企業支援課より差戻

通知いたします。 

○システムにて修正・追記後、再提出をお願いし

ます。 

※当月中に修正・追記が完了しない場合は、翌

月の審査対象になりません。 

⑥ 審査会による審査 

 

○群馬県地域企業支援課にて申請内容の確認

が完了した計画を審査会へ提出し、審査しま

す。 

○原則、申請受付月の翌月下旬に審査します

が、申請内容の練度によっては、受付から審

査まで 2 ヶ月を超える場合もあります。 

⑦ 審査結果 ○審査結果は、審査会による審査後（原則、申

請受付月の翌々月初旬）、郵送で通知しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

原則、「当月申請受付→翌月審査」となります。（例：４月申請受付→5月審査（6月初旬承認通知）） 

ほかの支援策（ものづくり補助金など）を検討されている場合は、受けたい支援策の〆切の【2 か月程度前】を

目安にご相談いただくようお願いいたします。 

 

「承認」とは、「中小企業等経営強化法」等の承認要件を満たしていることを表すものです。計画に記載されて

いる商品やサービスを承認するものではありません。また、他企業及び個人に対して商取引を推薦するもので

はありませんので、新事業の実施に当たり、誤解を招くような表現はしないようにお願いいたします。 
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第２ 経営革新計画の内容 

 

１ 対象となる「実施主体」 

経営革新計画の申請ができるのは、次の(1)又は(2)に掲げる事業者（個人を含む）となります（以下、「特

定事業者」）。原則として、すべての業種を対象としています。 

 

 （１）特定事業者として対象となる会社及び個人の基準 

主たる事業を営んでいる業種 従業員基準 

（ 常時使用する従業員の数） 

製造業、建設業、運輸業その他の業種（下記以外） ５００人以下 

卸売業 ４００人以下 

サービス業（下記以外） ３００人以下 

 ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業 ５００人以下 

小売業 30０人以下 

  （注） 

１ 申請には、少なくとも１年以上の業歴（直近期末決算が出ていること）が必要です。 

   ２ 申請先は、登記されている本社所在地の都道府県です。 

３ 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。（様式「別表３」の定義と

異なりますので、ご注意ください。） 

   ４ 複数の特定事業者が共同で申請する場合、代表会社を決める必要があります。 

 

 （２）申請対象者となる組合及び連合会 

組合及び連合会 申請対象者となる要件 

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同

組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

特になし 

 

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合

連合会、酒造組合中央会、酒販組合 、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、

内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 

直接又は間接の構成員の

２／３以上が特定事業者で

あること。 

  （注） 

１ 企業組合、協業組合も特定事業者として対象となります。 

２  一般社団法人の う ち 、 そ の 直接又は間接の構成員の ２ ／ ３ 以上が 特定事業者であ る もの については 、 対 象 と な り ま す 。 
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２ 「新事業活動」とは 

 「新事業活動」とは、次の（１）～（６）の「新たな取り組み」を指します。経営革新計画を作成することにより、

「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができ

ます。 
 
（１）新商品の開発又は生産 

（例１）建設業者が、産業廃棄物である下水汚泥などを甘味料としても知られる植物を用いて処理し、新たに肥

料を生産し販売する。 

（例２）木製品製造業者が、これまでの建具の材料として利用が困難とされていた間伐材を、加工するための切

削用刃物を開発する。さらに開発した天然の塗料で仕上げることで、防腐、防かび効果が高められ、環境

と健康にやさしい建具を生産、販売する。 

（例３）業務用の大型で強力な空気清浄機を製造していた企業が、きれいな空気に対するニーズの高まりを受

けて、小型化に挑戦し、一般家庭用の小型で強力な空気清浄機を開発する。 

(例４) 産業廃棄物業者が、茶がらやさとうきびかす等の植物性廃棄物を、生分解可能な容器にリサイクルする

技術を開発。これらの製品は環境に負荷を与えることなく、廃棄処理ができる。 
 
（２）新役務の開発又は提供 

（例１）美容室が高齢者や身体の不自由な方など、自分で美容室に行くことが困難な方のために、美容設備一式

を搭載した車で美容師が出張し、カットやブローの基本コースからへアメイクや着付けなどのサービスを行

う。 

（例２）老舗の旅館が、空室をリラクゼーションルームとして改装し、休憩客や日帰り客向けに新しいサービス事

業を行う。著名なインテリアデザイナーに設計を依頼し、デザインを重視したリラクゼーションルームを備え

て昼間の時間帯の増収を図るとともに、ホームページや館内の案内表示の多言語表示、スタッフに外国人

観光客対応研修を行い、従来の顧客に加え、若者層や外国人観光客といった新規宿泊客の拡大に結びつ

ける。 

（例３）畜産農家向け飼料販売業者が、新たに畜産農家の繁忙期・旅行時に社員を畜産農家に派遣して、家畜

の世話等を行うとともに、畜産農家の経営効率を向上させるためのコンサルティングサービスを行う。 

 

（３）商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

（例１）果物の小売業者が、本格的なフルーツパーラーを開店する。果実店で培われた果物についての知識等の

強みを活かし、フルーツ＆ベジタブルマイスターの資格を持つ店員が常駐するフルーツパーラーを開店す

る。地元農家等と連携して、高品質な特産フルーツを低コストで仕入れ、スイーツやフレッシュジュース、健

康を意識した野菜を取り入れたランチメニューも提供する。 

（例２）金属加工業者が、金属熱加工製品の開発に伴う、実験データを蓄積することにより、コンピュータを利用

して、熱加工による変化を予測できるシステムを構築する。それにより、実験回数を減らし、新商品開発の

迅速化とコスト削減を図る。 
 
（４）役務の新たな提供の方式の導入 

（例１）不動産管理会社が、企業の空き家となった社員寮を一括借り上げして、それを高齢者向けに改装し、介

護サービス、給食サービスを付加して、高級賃貸高齢者住宅として賃貸する。 

（例２）タクシー会社が、乗務員に介護ヘルパーや介護福祉士の資格を取得させ、病院や介護施設への送迎な

どのタクシー利用者を獲得し、高齢者向け移送サービスで介護サービス事業へ進出して多角化を図る。 

 

（５）技術に関する研究開発及びその成果の利用 

（例１）これまで加工が困難とされてきた新素材の大量加工に関する研究を行い、研究の成果として得られた加

工技術・ノウハウを自社の製造ラインで活用する。 

（例２）介護用ロボットの利便性向上を図るための研究開発と実証実験を行い、その成果を元に介護ロボットを

開発し、自社の事業に活用する。 
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（６）その他の新たな事業活動 

 

※「新たな取り組み」とは、個々の特定事業者にとって「新たな事業活動」のみならず、「業種ごとの同業の中小

企業の当該技術等の導入状況」や「地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当

該技術等の導入状況」等を踏まえて判断されます。 

 

※また、経営革新計画では、以下のような、経営の向上に資する多様な取組を対象とします。 

・基盤技術及びサービスモデルの研究開発、知的財産の活用等の先進的な取組 

・異分野の中小企業等の連携 

・他の事業者から取得した経営資源の利用（設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に

活用される資源）の利用 

・機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化 

・生産管理・品質管理、労務・財務管理等 

 

３ 経営革新の計画期間について 

  経営革新の計画期間は、「研究開発期間（０～５年）」と「事業期間（３～５年）」とを合わせた「３～８年」となり

ます。このうち、「事業期間」に限り、「経営の相当程度の向上」を示していただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

４ 「経営の相当程度の向上」とは 

  経営革新計画として承認されるためには、３年～５年の事業期間に応じて、 
 
 （１）「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 
 
 （２）「給与支給総額」の伸び率 
 
  が、計画期間終了時において、下表のとおりとなっている必要があります。 

事業期間 

「付加価値額」又は 

「一人当たりの付加価値額」 

の伸び率 

「給与支給総額」の伸び率 

３年 ９％以上 ４．５％以上 

４年 １２％以上 ６％以上 

５年 １５％以上 ７．５％以上 

 

・付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

・一人当たりの付加価値額＝付加価値額／従業員数 

・給与支給総額＝給料（役員並びに従業員に支払うもの）＋賃金＋賞与＋各種手当      

 （注１）経営革新計画上の「減価償却費」は、以下の各項目の全てを含んだ総額とします。 

     ・減価償却費（繰延資産の償却額を含む。） 

     ・リース・レンタル費用（損金算入されるもの） 

研究開発期間 

（０～５年） 

 

求めない 

事業期間 

（３～５年） 

 

求める 

計画期間（３～８年） 

経営指標の向上 
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 （注２）「各種手当」には、残業手当、休日出勤手当、家族（扶養）手当、住宅手当等を含み、給与所得とさ

れない手当（退職手当等）及び福利厚生費は含みません。 

   

なお、任意のグループ等において共同で経営革新計画を作成する場合には、 

・グループ全体としての「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」及びグループ全体としての「給

与支給総額」 

・グループ参加者個々の「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」及びグループ参加者個々の「給

与支給総額」 

  のどちらを適用してもよいことになっています。 

   また、計画終了時点において、付加価値額（または従業員一人当たり付加価値額）は、正の値であることが

  必要です。 
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第３ 経営革新計画の申請・相談について 

 

１ 申請方法について 

令和 6年 4月 1日から「経営革新計画電子申請システム」による電子申請を開始します。申請受付、審査

は群馬県地域企業支援課が行います。申請には事前相談が必須です。「２ 事前相談窓口について」をご確

認ください。 

  経営革新計画電子申請システム 

   https://www.keieikakushin.go.jp/ 

 

申請には G ビズ ID が必要です。デジタル庁の Web サイト（https://gbiz-id.go.jp/top/）から ID を

取得してください。 

 

２ 事前相談窓口について 

経営革新計画の申請には事前相談が必須です。「事前相談シート」を作成の上、「ぐんま起業・革新ステー

  ション」（公益財団法人群馬県産業支援機構）または群馬県地域企業支援課へ「事前相談シート」をメール 

  送付または持参し、事前相談をお願いします。「ぐんま起業・革新ステーション」（公益財団法人群馬県産業

  支援機構）では、専任マネージャーによる助言が受けられますのでぜひご活用ください。 

 

※事前に申請内容の相談がない場合は、原則、受付ができませんので、ご注意ください。 

問い合わせ先  ぐんま起業・革新ステーション（群馬県産業支援機構） 

所在地 ： 前橋市亀里町 884-1 

電 話 ： ０２７－２６５－５０１３ 

メール ： g-soudan@g-inf.or.jp  

 

群馬県 産業経済部 地域企業支援課（経営支援係） 

 

   所在地 ： 前橋市大手町１－１－１ 県庁舎１２階 

   電 話 ： ０２７－２２６－３３３９ 

   メール ： kigyouka@pref.gunma.lg.jp 

 

「事前相談シート」の様式は、群馬県ホームページよりダウンロードいただけます。 

URL・・・https://www.pref.gunma.jp/page/10012.html 
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３ 経営革新計画の策定・実行に関する相談窓口等について 

（１）公益財団法人群馬県産業支援機構 

   ・ぐんま起業・革新ステーション 

創業を予定している方、ベンチャー企業の方、経営革新を目指す中小企業の方々が抱える様々な経

営課題に対して、経営面、技術面に幅広い知識と経験、人的ネットワークを有するマネージャーが相談

やアドバイスを行います。 

   ・専門家派遣事業（費用の１／２自己負担） 

具体的、専門的な経営課題について、中小企業診断士や税理士・技術士などの民間専門家を派遣し

て解決します。 

 

問い合わせ先  公益財団法人群馬県産業支援機構（ぐんま起業・革新ステーション） 

              前橋市亀里町８８４－１ 群馬産業技術センター 電話０２７－２６５－５０１３ 

 

（２）商工会（連合会）、商工会議所 

地域密着のメリットを活かし、中小企業の方々が抱える様々な経営課題に対して、手厚く丁寧に対応し

ます。 

 

問い合わせ先  お近くの商工会（連合会）、商工会議所までお問い合わせください。 

 

（３）認定経営革新等支援機関 

   専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等（税理士、公認会計士、弁護士など）を、国が審査

  し、認定しています。 

   詳細は、中小企業庁ホームページからご確認ください。 

   ○中小企業庁ホームページ： 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/#shienkikan 
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第４ 経営革新計画電子申請のポイント 
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第５ 経営革新計画承認に対する支援策の概要 

 申請した経営革新計画が承認された場合、次の支援措置が用意されています。詳しくは、各問い合わせ先に

御相談ください（以下の各種支援策は、令和８年４月現在のものです）。 

 

（注）経営革新計画の承認は、各々の支援措置の実行を保証するものではありません。計画の承認と

は別に各機関における個別の審査が必要となります。なお、支援措置の利用を希望する場合に

は、計画承認前に各機関に相談する等、計画申請と並行し準備を進めることが望まれます。 

 

１ 県制度融資 中小企業パワーアップ資金（経営革新等要件） 

（１）対象者 

   経営革新計画の承認を受けた特定事業者等で、当該承認を受けた計画を実施しようとする者 

 

（２）支援内容 

① 融資限度額 

２億円（うち運転資金５，０００万円） 

  ② 融資利率 

年１．５％以内 

※群馬県信用保証協会の信用保証付きの場合  

・・・「責任共有制度対象外」：年 1.3％以内／「責任共有制度対象」：年 1.4％以内 

  ③ 融資期間 

・設備資金：１２年以内（うち据置期間２年以内） 

・運転資金： ７年以内（うち据置期間１年以内） 

④ 担保・保証人 

金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。 

 

（３）問い合わせ先 

  群馬県 産業経済部 地域企業支援課（金融係）         電話０２７－２２６－３３３２ 
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２ 政府系金融機関による低利融資制度 

（１）対象者 

   経営革新計画の承認を受けた特定事業者 

   ※下記の支援内容の各項目は個々の特定事業者の場合について記載しています。組合として制度を利用する

場合は、各金融機関にお問い合わせください。 

 

（２）支援内容 ※各種 HPより転載 

日本政策金融公庫による低利融資制度 

  【中小企業事業】 

  〇新事業育成資金 

ア 融資限度額 

       設備資金 ７億２，０００万円 

イ 融資利率 

     「特別利率③」 

      ※信用リスク、融資期間等に応じて、所定の利率が適用されます。 

ウ 融資期間 

・設備資金：２０年以内（うち据置期間５年以内） 

・運転資金：１０年以内（うち据置期間２年以内） 

エ 資金使途 

・新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 

 

  〇新事業活動促進資金 

ア 融資限度額 

       設備資金 １４億４，０００万円 

イ 融資利率 

     「基準利率-0.65%」（ただし、５億４千万円を超えた額及び土地取得資金は、基準利率） 

      ※信用リスク、融資期間等に応じて、所定の利率が適用されます。 

ウ 融資期間 

・設備資金：２０年以内（うち据置期間２年以内） 

・運転資金：１０年以内（うち据置期間２年以内） 

エ 資金使途 

・承認計画に従って行う経営革新に必要な設備資金および長期運転資金 

  【国民生活事業】 

ア 融資限度額 

設備資金 ７，２００万円（うち運転資金 ４，８００万円） 

イ 融資利率 

特別利率 B（ただし、土地取得資金は、基準利率） 

※使途、返済期間等に応じて、所定の利率が適用されます。 

ウ 融資期間 

・設備資金：２０年以内（うち据置期間２年以内） 

・運転資金：１０年以内（うち据置期間２年以内） 

エ 資金使途 

・承認計画に従って行う経営革新に必要な設備資金および運転資金 

 

（３）問い合わせ先 

日本政策金融公庫 前橋支店（中小企業事業）  電話０２７－２４３－００５０ 

日本政策金融公庫 前橋支店（国民生活事業）  電話０２７－２２３－７３１１ 

日本政策金融公庫 高崎支店（国民生活事業）  電話０２７－３２６－１６２１  
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３ 信用保証の特例 

（１）対象者 

  承認を受けた経営革新計画に従って事業を実施する特定事業者（※） 

   ※以下に該当するものに限られる。 

①特定事業者であって、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定

する中小企業者（以下「保険対象中小企業者」という。）に該当するもの。 

②特定事業者であって、法第２２条第１項の規定により保険対象中小企業者とみなされるもの。 

③産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第７０号）附則第８条第２項の

規定により特定事業者とみなされるものであって、保険対象中小企業者に該当するもの。 

 

（２）支援内容 

① 普通保証等の別枠設定 

     金融機関から借入れる事業資金(承認経営革新計画実施のために必要となる資金)に関し、保証限度

額の別枠を設けています。 
 

 
 

 

 

種別 通常の限度額 別  枠 

普通保証 ２億円(組合は４億円) ２億円(組合等は４億円) 

無担保保証 

(うち特別小口) 

８，０００万円以内 

（うち２，０００万円） 

８，０００万円以内 

（うち２，０００万円） 

※「特別小口」においては、小規模企業者（従業員の数が２０人以下の企業（商業・サービス業の場合は５人以下。ただし、

サービス業のうち宿泊業及び娯楽業については従業員の数が２０人以下））が対象となります。 

② 新事業開拓保証の限度額引き上げ 

経営革新計画実施のために必要となる資金であって、新事業開拓保証の対象となるもの（研究   

  開発費用等）について、保証限度額を引き上げています。 

     ・通常：２億円以内 → ３億円以内 （組合等の場合、４億円以内 → ６億円以内） 

   ③ 海外投資関係保証の限度額引き上げ 

経営革新のための事業を行うために必要な資金にかかるもののうち、海外投資関係保証の対象とな

るものについて、付保限度額を引き上げます。 

・通常：２億円以内 → ３億円以内 （組合等の場合、４億円以内 → ６億円以内） 

 

（３）備考 

他の支援策による別枠を既に利用されている方は、利用可能な枠が制限される場合がありますので、ご注

意願います。 

 

（４）問い合わせ先 

   群馬県信用保証協会  電話０２７－２３１－８８７５ 
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４ 中小企業投資育成株式会社からの投資 

（１）対象者 

  ・経営革新計画の承認を受けた、資本金が３億円を超える株式会社 

  ・経営革新計画の承認を受けた特定事業者によって経営革新事業を行うために設立される株式会社で   

   あって、資本金が３億円を超えるもの 

  ※通常、中小企業投資育成株式会社の投資の対象となるのは、資本金が３億円以下の株式会社ですが、

承認経営革新計画に従って事業資金の調達を図る場合、資本金が３億円を超える株式会社も対象とな

ります。 

 

（２）支援内容 

① 投資事業 

     中小企業投資育成株式会社は審査を行い、以下の投資を行います。 

      ・会社の設立に際し発行される株式の引受け事業 ・増資株式の引受け事業 

      ・新株予約権の引受け事業               ・新株予約権付社債等の引受け事業 

 

② 育成事業（コンサルテーション事業） 

     中小企業投資育成株式会社は、その株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を引き受けている投

資先企業からの依頼により、信頼できるパートナーとして、各種個別経営相談に応じています。 

 

（３）問い合わせ先 

東京中小企業投資育成株式会社  電話０３－５４６９－１８１１（代表） 
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５ 高度化融資制度 

（１）対象者 

  ・経営革新計画に基づき高度化事業に取り組む組合等 

   （経営革新事業は、４社以上の任意グループも対象） 

 

  ［高度化事業の種類］ 

集団化事業        生産や物流に適した場所に工場団地などをつくり、みんなで移転します。 

施設集約化事業 工場などが１か所に設備の整った施設をつくり、みんなで入居します。 

共同施設事業        物流センターや最新設備の研究施設など、共同で使う施設をつくります。 

設備リース事業 

 

１社では導入が難しい設備を組合で購入して、各組合員企業に買取予約付きで

リースします。 

経営革新計画承

認グループ事業 

承認された経営革新計画に従って、新商品・新技術開発や情報収集を行うため

に、共同で利用する研究施設や試験機器などを設置します。 

企業合同事業        

 

中小企業者が相互に合併したり、出資会社を設立したりして、事業の集約化、事

業転換、研究開発の成果の利用を図ります。 

 

（２）支援内容 

高度化融資は、通常は有利子ですが、経営革新計画の承認を受けた組合等については、無利子になりま

す。 

① 金利 

1.35％（２０２6年度貸付決定分に適用） 

      又は 

無利子（各事業の無利子貸付けの要件に該当するもの） 

② 償還期限 

      ２０年以内であって、群馬県が適当と認める期限 

      （「設備リース事業」は、当該設備の耐用年数を勘案の上、設定） 

③ 据置期間 

      ３年以内 

④ 貸付割合 

      ８０％以内 

 

（３）問い合わせ先 

群馬県 産業経済部 地域企業支援課（金融係）  電話０２７－２２６－３３３２ 

     (独)中小企業基盤整備機構 高度化事業部 高度化事業企画課 電話０３－５４７０－１５２８ 

 

 

６ 起業支援ファンドからの投資 

（１）対象者 

   創業又は成長初期段階の有望なベンチャー企業等 

 

（２）支援内容 

    主に株式や新株予約権付社債等の取得による資金提供、加えて踏み込んだ経営支援（ハンズオン支援）

 を行います。 

 

（３）問い合わせ先 

(独)中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課 電話０３－５４７０－１６７２ 
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７ ハンズオン支援（テストマーケティング）  

（１）対象者 

経営革新計画の承認を受けた中小企業者、又は、首都圏・近畿圏を市場とする優れた新商品・新サービス

の販路開拓を目指す特定事業者等 

 

（２）支援内容 

大規模なマーケットである首都圏・近畿圏等の市場をターゲットとした、経営革新計画承認企業等の販路

開拓を促進するため、中小企業基盤整備機構（関東本部・近畿本部）に、商社・メーカー等の企業ＯＢを販路

開拓コーディネーターとして配置し、新商品・新サービスを持つ企業のマーケティング企画から首都圏・近畿

圏を舞台に想定市場の企業へのテストマーケティング活動までを支援します（販売代行や販売代理を行うも

のではありません）。 

 

（３）備考 

この事業の対象となるには新規性等の一定の要件を満たす必要があり、ご希望に添えないこともあります。

また、支援にあたっては、一部費用は申込企業の負担となります。 

 

（４）問い合わせ先 

（独）中小企業基盤整備機構 関東本部 企業支援課 電話０３－５４７０－１６３７ 

 

８ 経営革新計画フォローアップ支援専門家派遣事業 

（１）対象者 

経営革新計画の承認を受けた特定事業者で、派遣申請時点で計画期間を１年以上有するもの。 

 

（２）支援内容 

   経営革新計画の実行に取り組んでいる中小企業等を支援するため、中小企業診断士等の専門 

家を派遣し、計画遂行上の課題解決に向けた支援を実施します。 

 

（３）備考 

   １社あたり３回まで専門家を派遣します。なお、派遣費用は無料です。 

 

（４）問い合わせ先（申込先） 

公益財団法人群馬県産業支援機構 ぐんま起業・革新ステーション 電話０２７－２６５－５０１３ 

 

９ スタンドバイ・クレジット制度(株式会社日本政策金融公庫法の特例) 

（１）対象者 
承認を受けた経営革新計画に従って、海外展開に取り組む特定事業者及び組合等 

 

（２）支援内容 

特定事業者の外国関係法人等が、日本公庫の提携する現地(海外)の金融機関から長期資金を借入する

際に、日本政策金融公庫が発行する信用状により、債務の保証を受けられます。 

   ・補償限度額：一法人あたり９億円 

   ・補償料率：日本政策金融公庫所定の料率 

   ・融資期間：１年以上１１年以内 

 

（３）問い合わせ先 

    日本政策金融公庫 前橋支店（中小企業事業） 電話０２７－２４３－００５０ 
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１０ クロスボーダーローン（株式会社日本政策金融公庫法の特例） 

（１）対象者 

承認（変更承認を含む）を受けた経営革新計画に従って、海外展開に取り組む特定事業者（国内親会

社）の外国関係法人等 

 

（２）支援内容 

  ・融資限度額：１４億 4,000万円 

  ・融資利率：基準利率-0.9%（ただし、４億円を超えた額は、基準利率） 

 ※信用リスク、融資期間等に応じて、所定の利率が適用されます。 

  ・融資期間：設備資金：２０年以内（うち据置期間２年以内） 

運転資金：10年以内（うち据置期間２年以内） 

        ※米ドルの場合は、貸付期間が１５年以内（うち据置期間２年以内）となります。 

  ・資金使途：承認計画に従って行う経営革新に必要な設備資金および運転資金 

 

（３）問い合わせ先 

   日本政策金融公庫 前橋支店（中小企業事業） 電話０２７－２４３－００５０ 

 

１１ 公益財団法人 食品等持続的供給推進機構による債務保証 

（１）対象者 

   経営革新計画の承認を受けた食品製造業者等に該当する特定事業者及び組合等 

 

（２）支援内容 

   経営革新計画の実行にあたり融資を受ける際に、食品等流通合理化促進機構による債務保証を受けら

れます。 

 

（３）問い合わせ先 

   （公財）食品等持続的供給推進機構 業務部 電話：０３－５８０９－２１７６ 
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